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 公布された規則のあらまし 

◇鳥取県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の改正理由 

定期に又は継続的に実施する県統計調査を見直す。 

２ 規則の概要 

(１) 定期に又は継続的に実施する県統計調査に「とっとり県民の日」アンケート調査、「とっとり県民の

日」県政電子アンケート、まちなか生活実態調査、行動障がいのある方のサービス利用等実態調査、消費者

教育に関する教育機関への実態調査、県内企業海外展開状況調査及び就農相談者数・新規就農者数調査を加

える。 

(２) 県統計調査のうち、消費生活に関する意識調査の名称を消費生活に関する県民意識調査に改め、住生活

総合調査の名称を住生活総合調査拡大調査に改める。 

(３) 定期に又は継続的に実施する県統計調査から子どもたちの生活習慣等に関するアンケート調査を除く。

(４) 観光地点別入込客延べ人数調査を観光客入込動態調査に統合する。

(５) その他所要の規定の整備を行う。

(６) 施行期日は、公布の日とする。
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規 則 

鳥取県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年６月13日 

鳥取県知事 平 井 伸 治  

鳥取県規則第28号 

鳥取県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則 

鳥取県統計調査条例施行規則（平成12年鳥取県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（県統計調査の実施） 

第３条 条例に基づいて知事等が行う県統計調査は、

定期に又は継続的に実施するものは次の表のとおり

とし、それ以外のものは知事等が告示で定める。 

（県統計調査の実施） 

第３条 条例に基づいて知事等が行う県統計調査は、

定期に又は継続的に実施するものは次の表のとおり

とし、それ以外のものは知事等が告示で定める。 

名称 目的 名称 目的 

略 略 

企業の女性管理職登用 

等実態調査 

事業所における女性の

管理職への登用の状況

等を把握し、女性の職

業生活における活躍の

推進に関する施策の検

討に必要な基礎資料を

得ること。 

企業の女性管理職登用

等実態調査 

事業所における女性の

管理職への登用の状況

等を把握し、女性の職

業生活における活躍の

推進に関する施策の検

討に必要な基礎資料を

得ること。 

「とっとり県民の日」ア

ンケート調査

学校におけるとっとり

県民の日に関する取組

の実施状況等を把握

し、とっとり県民の日

に関する施策の検討に

必要な基礎資料を得る

こと。 

「とっとり県民の日」県

政電子アンケート 

県民のとっとり県民の

日の認識状況等を把握

し、とっとり県民の日

に関する施策の検討に

必要な基礎資料を得る

こと。 

山間集落実態調査 過疎化、高齢化の進展

が著しい山間地域にお

ける住民の日常生活の

状況を、県及び当該市

町村が把握すること。 

山間集落実態調査 過疎化、高齢化の進展

が著しい山間地域にお

ける住民の日常生活の

状況を、県及び当該市

町村が把握すること。 

まちなか生活実態調査 人口減少又は高齢化の
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実態を把握し、まちな

かの支援施策の検討に

必要な基礎資料を得る

こと。 

略 略 

観光客入込動態調査 観光客の入込数、旅行

形態等を把握し、観光

施策の推進に必要な基

礎資料を得ること。 

観光地点別入込客延べ

人数調査 

観光地への入込客数を

把握し、観光施策の立

案に係る基礎資料を得

ること。 

観光客入込動態調査 観光客の旅行形態等を

把握し、観光施策の立

案に係る基礎資料を得

ること。 

略 略 

ひとり親家庭等実態調査 県内の母子家庭、父子

家庭及び寡婦の生活実

態等を把握し、母子家

庭等に対する施策の検

討に必要な基礎資料を

得ること。 

ひとり親家庭等実態調査 県内の母子家庭、父子

家庭及び寡婦の生活実

態等を把握し、母子家

庭等に対する施策の検

討に必要な基礎資料を

得ること。 

行動障がいのある方のサ

ービス利用等実態調査 

県内在住の強度行動障

がい児及び強度行動障

がい者の現状を把握

し、その支援施策の検

討に必要な基礎資料を

得ること。 

略 略 

消費生活に関する県民意

識調査 

県民の消費生活に関す

る意識等を把握し、消

費者行政施策の検討に

必要な基礎資料を得る

こと。 

消費生活に関する意識

調査 

県民の消費生活に関す

る意識等を把握し、消

費者行政施策の検討に

必要な基礎資料を得る

こと。 

消費者教育に関する教育

機関への実態調査 

県内の学校教育におけ

る消費者教育の実態を

把握し、有効な消費者

教育の実践に必要な基

礎資料を得ること。 

住生活総合調査拡大調査 略 住生活総合調査 略 

略 略 

県内企業海外展開状況調

査 

県内企業の海外展開の

現状、課題、今後の意

向等を把握し、海外展

開支援の推進に必要な

子どもたちの生活習慣

等に関するアンケート

調査 

子どもの生活習慣の実

態を把握し、教育施策

の検討に必要な基礎資

料を得ること。 
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基礎資料を得ること。 

就農相談者数・新規就農

者数調査 

就農相談者数及び新規

就農者数を把握し、就

農前後の指導及び援助

の推進に必要な基礎資

料を得ること。 

略 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 知事等は、第１項の表に掲げる県統計調査のうち

次の各号に掲げるものを行う場合には、それぞれ当

該各号に掲げる方法により実施するものとする。こ

の場合において、報告を求めるために必要なとき

は、質問することにより行う方法を併用するものと

する。 

(１) 県民健康栄養調査及び住生活総合調査拡大調

査 前項第 1号に掲げる方法 

(２) 鳥取県に関するイメージ調査、人権意識調

査、製造業流通調査、男女共同参画意識調査、企

業の女性管理職登用等実態調査、「とっとり県民

の日」県政電子アンケート、まちなか生活実態調

査、外国人住民統計調査、国籍別外国人観光地入

込み・宿泊施設宿泊者数調査、行動障がいのある

方のサービス利用等実態調査、産業廃棄物実態調

査、消費生活に関する県民意識調査、消費者教育

に関する教育機関への実態調査、職場環境等実態

調査、県内企業海外展開状況調査、就農相談者

数・新規就農者数調査、県出身学生のＵターン就

職等の状況調査及び県民の運動・スポーツに関す

る意識・実態調査 前項第２号に掲げる方法 

４ 知事等は、第１項の表に掲げる県統計調査のうち

次の各号に掲げるものを行う場合には、それぞれ当

該各号に掲げる方法により実施するものとする。こ

の場合において、報告を求めるために必要なとき

は、質問することにより行う方法を併用するものと

する。 

(１) 県民健康栄養調査及び住生活総合調査 前項

第 1号に掲げる方法 

(２) 鳥取県に関するイメージ調査、人権意識調

査、製造業流通調査、男女共同参画意識調査、企

業の女性管理職登用等実態調査、外国人住民統計

調査、観光地点別入込客延べ人数調査、国籍別外

国人観光地入込み・宿泊施設宿泊者数調査、産業

廃棄物実態調査、消費生活に関する意識調査、職

場環境等実態調査、県出身学生のＵターン就職等

の状況調査及び県民の運動・スポーツに関する意

識・実態調査 前項第２号に掲げる方法 

(３) 観光客入込動態調査 前項第３号に掲げる方

法 

(３) 「とっとり県民の日」アンケート調査、携帯

電話アンケート調査、子どもの読書活動に関する

アンケート調査及びＰＴＡ調査 前項第４号に掲

げる方法 

(４) 子どもたちの生活習慣等に関するアンケート

調査、携帯電話アンケート調査、子どもの読書活

動に関するアンケート調査及びＰＴＡ調査     

前項第４号に掲げる方法 

(４) 略

(５) 観光客入込動態調査 前項第２号及び第３号

に掲げる方法 

(５) 略

(６) 略

５ 略 

(６) 略

５ 略 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 




